
 

 

飯田市土地利用基本条例・同規則 

■飯田市土地利用基本条例及び同規則                          

条   例 規   則 

飯田市土地利用基本条例 

平成19年３月30日 

飯田市条例第15号 

 

（目的） 

第１条 この条例は、飯田市における土地の利用に関する基本理念、基本原

則及び基本的な方針等を定めることにより、市域の土地の特性に応じた適

正かつ合理的な土地の利用を図り、もって市民生活の向上並びに地域の経

済及び社会の健全な発展に寄与することを目的とする。 

（基本理念） 

第２条 土地は、現在及び将来における市民のための貴重な資源であるとと

もに、生活、生産その他諸活動における社会共通の基盤であることから、

公共の福祉が優先され、豊かな自然環境が保全されるよう、その利用がな

されなければならない。 

２ 土地は、地域の自然、歴史、文化、経済及び社会と密接に関連するもの

であることから、地域住民の意向を踏まえ、適正な制限の下にこれらの調

和が図られ、地域の特性と個性の伸長に資するよう、その利用がなされな

ければならない。 

３ 土地は、その周辺の土地と相互に一体として構成され、存在するもので

あり、かつ、市民の共通の資産であることから、市民参加により策定され

た土地利用に関する計画に基づき、関係者相互の理解と協力の下に適正に

誘導され、周辺の土地の利用との調和が図られるよう、その利用がなされ

なければならない。 

（基本原則） 

第３条 土地は、将来この地に暮らす人々に引き継がれるものであることか

ら、その利用については、現在の豊かさが将来の豊かさにつながるよう、

その持続可能性の保持と環境負荷の低減が図られなければならない。 

２ 土地は、市民が安心して暮らすための基盤であることから、その利用に

ついては、地形や地質等の特性が配慮され、自然の節理に反した土地の利

用が控えられること等により、市民の生活の安全及び安心を確保すること

を旨として行われなければならない。 

飯田市土地利用基本条例施行規則 

平成19年３月30日 

飯田市規則第39号 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、飯田市土地利用基本条例（平成19年飯田市条例第15

号。以下「条例」という。）の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事

項を定めるものとする。 

 

 （定義） 

第２条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の

例による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ
-
1
-
3
-
1



 

 

飯田市土地利用基本条例・同規則 

３ 土地は、市民が快適な生活を営むための基盤であることから、その利用

については、自然との共生、水と緑の保全及び創出並びに公害の防止等環

境の保全を旨として行われなければならない。 

４ 土地は、市民の経済活動及び社会活動の基盤であることから、その利用

については、地域の経済及び社会の活性化に資するよう、市民、事業者及

び市により一体的な取組がなされなければならない。 

５ 土地は、地域のきずな、伝統行事、風土及び風景を育んできたふるさと

であることから、その利用については、地域固有の伝統及び文化が尊重さ

れ、継承されるよう、配慮がなされなければならない。 

（市の役割） 

第４条 市は、第２条に規定する基本理念（以下「基本理念」という。）及び

前条に規定する基本原則（以下「基本原則」という。）にのっとり、土地の

利用に関する総合的な施策を市民の参加を得て策定し、実施するものとす

る。 

２ 市は、基本理念及び基本原則の普及及び啓発に努め、土地の利用に関す

る情報を提供し、地域住民によるまちづくりを支援するものとする。 

（土地所有者の役割） 

第５条 土地所有者は、自ら所有する土地の利用が周辺の土地の利用に大き

な影響を与えることを認識し、その土地の利用に当たっては、基本理念及

び基本原則にのっとり、周辺の土地の利用と調和するよう努めるとともに、

市の施策に協力するよう努めなければならない。 

（事業者の役割） 

第６条 事業者は、土地の利用に当たっては、地域住民その他の関係者に対

して情報の提供を行うよう努めるとともに、基本理念及び基本原則にのっ

とり、市の施策及び地域が一体となって行うまちづくりに協力するよう努

めなければならない。 

２ 事業者は、土地の利用に当たっては、地域住民の理解を得るよう努める

とともに、土地の利用に係る紛争が生じたときは、相手の立場を尊重し、

自主的に解決するよう努めなければならない。 

（市民の役割） 

第７条 市民は、自らがまちづくりの主体であることを認識し、基本理念及

び基本原則にのっとり、地域が一体となって行うまちづくりに積極的に参

加し、市の施策に協力するよう努めなければならない。 

２ 市民は、土地の利用に係る紛争が生じたときは、相手の立場を尊重し、
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自主的に解決するよう努めなければならない。 

（土地利用基本方針） 

第８条 市は、適正かつ合理的な土地の利用の推進を図るため、市域の土地

の利用に関する基本的な方針（以下「土地利用基本方針」という。）を定め

るものとする。 

２ 土地利用基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

(1) 都市の目指すべき基本的な方向を示すための都市づくりの理念及び目

標で規則で定めるもの 

 

 

 

 

 

(2) 目指す都市の姿を実現するための都市の整備に関する方針で規則で定

めるもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 市域における土地の利用に関する基本的な計画（以下「土地利用基本

計画」という。） 

 

３ 土地利用基本計画は、土地利用の基本的な方針を明らかにするため、次

に掲げる事項を定めるものとする。 

(1) 市域における区域が次に掲げる地域のいずれに該当するかを示すもの 

ア 市街地における良好な環境の整備又は保全を目的とした土地利用の

用途に供するための市街地形成地域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （土地利用基本方針） 

第３条 条例第８条第２項第１号の規則で定める都市づくりの理念及び目

標は、次に掲げるものとする。 

(1) 都市の目指すべき基本的な方向を示すための都市づくりの理念 

(2) 都市づくりの理念を端的に示すための目指す都市の姿 

(3) 目指す都市の姿を実現するための都市づくりの目標 

(4) 都市づくりの理念、目指す都市の姿及び都市づくりの目標を実現す

るための目指す都市の構造 

２ 条例第８条第２項第２号の規則で定める都市の整備に関する方針は、

次に掲げる方針とする。 

(1) 都市の整備に関する方針 

(2) 都市施設の整備に関する方針 

(3) 防災都市づくりに関する方針 

(4) 緑の育成に関する方針 

(5) 景観の育成に関する方針 

(6) その他都市づくりに関する方針 

３ 土地利用基本方針には、条例第８条第２項の規定により定める事項を

実現するための方策を定めるものとする。 

 

 

（土地利用基本計画） 

第４条 条例第８条第３項第１号アからオまでの地域は、次の各号に規定

する地域とする。 

(1) 市街地形成地域 主として、市街地の形成と都市的土地利用の推進

を図る必要がある地域として、国土利用計画法（昭和49年法律第92号）

第９条第１項に規定する長野県土地利用基本計画（以下「長野県土地

利用基本計画」という。）の都市地域のうち、都市計画法（昭和43年法

律第100号）第８条第１項第１号に規定する用途地域（以下「用途地域」

という。） 
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イ 農業振興地域の整備に関する法律（昭和44年法律第58号）第３条に

規定する農用地等（以下「農用地等」という。）若しくは良好な営農環

境の整備又は保全を目的とした土地利用の用途に供するための農村集

落地域 

ウ 豊かな自然環境の保全を目的とした土地利用の用途に供するための

緑の環境保全地域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 土地利用の用途が混在し、又は混在するおそれがある地域であって、

当該地域の特性に応じた土地利用の方針を定め、適正な土地の利用を

誘導する土地利用誘導地域 

 

 

オ アからエまでのいずれかに属する地域であって、当該地域における

将来の土地利用の方針が法令又は他の条例の規定に基づく土地利用に

関する計画との調和が保たれない地域として、当該土地利用の方針と

その土地利用に関する計画との調整を必要とする土地利用調整地域 

(2) 前号により定めた各地域における土地利用の基本的な方針 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 農村集落地域 主として、農用地等として利用すべき土地があり、

総合的に農業の振興及び農村集落の環境の保全を図る必要がある地域

として、長野県土地利用基本計画の農業地域のうち、次号の緑の環境

保全地域及び第４号の土地利用誘導地域を除く地域 

 (3) 緑の環境保全地域 豊かな自然環境の保全又は利用を図る必要があ

る地域で、次に掲げるもの 

ア 主として、森林として利用すべき土地があり、林業の振興又は森

林の有する諸機能の維持増進を図る必要がある地域として、長野県

土地利用基本計画に定める森林地域 

イ 主として、優れた自然の風景地で、その保護及び利用の増進を図

る必要がある地域として、長野県土地利用基本計画に定める自然公

園地域 

ウ 主として、都市緑地法（昭和48年法律第72号）第３条第１項に規

定する緑地（以下「緑地」という。）が一定規模集団で存する地域で

あり、かつ、飯田市環境保全条例（昭和49年飯田市条例第10号）第

22条第１項の規定により指定された保全地区 

エ 主として、保全すべき緑地が一定規模集団で存する地域 

(4) 土地利用誘導地域 主として、農業的土地利用と都市的土地利用の

調整を図るべき地域として、長野県土地利用基本計画に定める農業地

域のうち、農業振興地域の整備に関する法律（昭和44年法律第58号）

第８条第２項第１号に規定する農用地区域（以下「農用地区域」とい

う。）以外の土地の区域が一定規模集団で存する地域 

(5) 土地利用調整地域 第１号から前号までのいずれかに属する地域で

あって、当該地域における将来の土地利用の方針が法令又は他の条例

の規定に基づく土地利用に関する計画との調和が保たれない地域 

 

 

２ 前項第５号の土地利用調整地域を定めるときは、あらかじめ、当該地

域における土地利用の調整後に予定する土地利用の概ねの方針を定める

ものとする。 

３ 条例第８条第２項第３号の土地利用基本計画を定めるときは、第１項

各号に掲げる地域を表示する縮尺25,000分の１以上の地形図（以下「土

地利用基本計画図」という。）を作成するものとする。 

４ 第１項第３号の緑の環境保全地域を土地利用基本計画図に表示する場
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４ 土地利用基本方針は、飯田市自治基本条例(平成18年飯田市条例第40号)

第3条第9号に規定する基本構想及び国土利用計画法（昭和49年法律第92号）

第８条第１項の規定による市域における国土の利用に関する計画に即した

ものでなければならない。 

５ 土地利用基本方針のうち、都市計画法（昭和43年法律第100号）第４条第

１項に規定する都市計画（以下「都市計画」という。）に関する部分につい

ては、同法第18条の２第１項に規定する市の都市計画に関する基本的な方

針として定められたものとする。 

６ 土地利用基本方針は、法令又は他の条例の規定に基づく土地利用に関す

る計画との調和が保たれたものでなければならない。 

第９条 市は、地域の特性及び個性を伸長する土地の利用を推進する必要が

あるときは、土地利用基本方針に、地方自治法第 202条の４第１項の規定に

よる地域自治区（以下「地域自治区」という。）の土地の区域の全部又はそ

の一部について、当該区域について定める土地の利用に関する方針（以下

「地域土地利用方針」という。）を定めることができる。この場合において、

地域土地利用方針は、市全域について定める土地利用基本方針に即したも

のでなければならない。 

２ 地域土地利用方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

(1) 地域土地利用方針の名称 

(2) 地域土地利用方針の土地の区域 

(3) 目指すべき地域づくりの目標で規則で定めるもの 

 

 

 

(4) 地域づくりの方針（都市計画法第11条第１項各号に規定するものに関

する事項を除く。）で規則で定めるもの 

 

 

 

 

 

 

 

合においては、同号イからエまでの地域の別を表示するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（地域土地利用方針） 

第５条 条例第９条第２項第３号の規則で定める目指すべき地域づくりの

目標は、次に掲げるものを定めるものとする。  

(1) 地域づくりの目標 

(2) 地域づくりの目標を端的に示すための目指す地域の姿 

２ 条例第９条第２項第４号の規則で定める地域づくりの方針は、次に掲

げる方針のうち地域づくりの推進のために必要なものを定めるものとす

る。 

(1) 地域の土地の利用に関する方針 

(2) 防災地域づくりに関する方針 

(3) 地域の緑の育成に関する方針 

(4) 地域の景観の育成に関する方針 

(5) 土地利用を担う多様な主体の育成に関する方針 

(6) その他地域づくりに関する方針 
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３ 前項に定めるもののほか、市は、地域土地利用方針において当該区域に

おける土地利用の方針を明らかにする必要があると認めるときは、当該区

域における土地の利用に関する計画（以下「地域土地利用計画」という。）

を定めるものとする。この場合において、地域土地利用計画は、次に掲げ

る事項を定めるものとする。 

(1) 当該区域の土地が次に掲げる地区のいずれかに該当するかを示すもの

（当該区域の土地の特性及び個性を伸長するために必要な場合に限る。） 

ア 市街地における良好な商業及び業務を行うための環境の整備又は保

全を目的とした土地利用の用途に供するための商業業務環境保全地区 

 

 

 

イ 市街地若しくは農村集落における良好な住環境の整備又は保全を目

的とした土地利用の用途に供するための住環境保全地区 

 

   

 

ウ 農用地等若しくは良好な営農環境の整備又は保全を目的とした土地

利用の用途に供するための農業環境保全地区 

 

 

エ 良好な工業及び業務を行うための環境の整備又は保全を目的とした

土地利用の用途に供するための工業業務環境保全地区 

 

オ 豊かな自然環境の保全を目的とした土地利用の用途に供するための

緑の環境保全地区 

 

 

 

 

 

 

 

（地域土地利用計画） 

第６条 条例第９条第３項第１号アからクまでの地区は、次の各号に規定

する地区とする。 

 

 

 

 

 

(1) 商業業務環境保全地区 良好な商業及び業務を行うための環境の整

備又は保全を図る必要がある地区として、主として、用途地域のうち、

商業地域若しくは近隣商業地域又は将来に商業及び業務の集積を図る

べき地区（農用地区域を除く。次号及び第４号から第６号までにおい

て同じ。） 

(2) 住環境保全地区 良好な住環境の整備又は保全を図る必要がある地

区として、主として、用途地域のうち、第一種低層住居専用地域、第

一種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住

居地域又は現に住宅が集団で存し、若しくは将来住宅が集団で存する

ことを予定する地区 

(3) 農業環境保全地区 農用地等若しくは良好な営農環境の整備又は保

全を図る必要がある地区として、主として、総合的に農業の振興及び

農村集落の環境の保全を図るべき地区、農用地区域又は農用地区域に

編入する農用地等が存する地区 

(4) 工業業務環境保全地区 良好な工業及び業務を行うための環境の整

備又は保全を図る必要がある地区として、主として、用途地域のうち

工業地域若しくは工業専用地域又は工業団地として整備する地区 

 (5) 緑の環境保全地区 豊かな自然環境の保全又は利用を図る必要があ

る地区として、次に掲げる地域又は地区 

ア 主として、森林として利用すべき土地があり、林業の振興又は森

林の有する諸機能の維持増進を図る必要がある地区として、長野県

土地利用基本計画に定める森林地域 

イ 主として、優れた自然の風景地で、その保護又は利用の増進を図

る必要がある地区として、長野県土地利用基本計画に定める自然公

園地域 

ウ 主として、緑地が一定規模集団で存する地区であり、かつ、飯田

Ⅲ
-
1
-
3
-
6



 

 

飯田市土地利用基本条例・同規則 

 

 

カ 土地利用の用途が混在し、又は混在するおそれがある地区であって、

当該地区の特性及び個性に応じた土地利用の方針を定め、当該地区の

将来像に調和する土地の利用を誘導する地区又はアからオまでの地区

以外の特定の土地利用の用途に供する地区である特定土地利用地区 

キ アからカまでの地区であって、良好な保育若しくは教育環境の整備

又は保全を目的とした土地利用の用途に供するための子育て教育環境

保全地区 

 

ク アからキまでの地区であって、当該地区における将来の土地利用の

方針が法令又は他の条例の規定に基づく土地利用に関する計画との調

和が保たれない地区として、当該土地利用の方針とその土地利用に関

する計画との調整を重点的に推進する必要がある土地利用計画推進重

点地区  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 前号により定めた各地区における土地利用の目標として次に掲げる事

項のうち必要なもの 

ア 建築基準法（昭和25年法律第201号）第２条第１号に規定する建築物

市環境保全条例第22条第１項の規定により指定された保全地区 

エ 主として、保全すべき緑地が一定規模集団で存する地区 

(6) 特定土地利用地区 主として、農業的土地利用と都市的土地利用の

調整を図るべき地区として、長野県土地利用計画の農業地域のうち、

農用地区域以外の土地の区域が一定規模集団で存する地区又は第１号

から前号まで以外の特定の土地の利用を目的とする地区 

(7) 子育て教育環境保全地区 第１号から前号までの地区であって、良

好な保育若しくは教育環境の整備又は保全を図る必要がある地区とし

て、主として、保育園、幼稚園若しくは学校の周辺地区又は図書館そ

の他文教施設の集積する地区 

 (8) 土地利用計画推進重点地区 第１号から前号までの地区であって、

当該地区における将来の土地利用の方針が法令又は他の条例の規定に

基づく土地利用に関する計画との調和が保たれない地区 

 

 

２ 条例第９条第３項の地域土地利用計画を定めるときは、次に掲げるも

のを表示する縮尺2,500分の１以上の地形図（以下「地域土地利用計画図」

という。）を作成するものとする。ただし、縮尺 2,500分の１の地形図が

存在しない場合においては、最大の縮尺の地形図を用いることができる

ものとする。 

 (1) 前項各号に掲げる地区の区域及びその名称（前項第６号の地区を表

示する場合は、当該地区の特定の土地利用の目的を表す名称とする。） 

 (2) 前項各号に掲げる地区ごとの土地利用の目標 

３ 第１項第５号の緑の環境保全地区を前項の地域土地利用計画図に表示

する場合にあっては、同号イからエまでの地域又は地区の別を表示する

ものとする。 

４ 第１項第８号の土地利用計画推進重点地区を定めるときは、あらかじ

め、当該地区における土地利用の調整後に予定する土地利用の概ねの方

針を定めるものとする。この場合において、調整後の条例第９条第３項

第２号アからクまでに掲げる土地利用の目標をその必要に応じて定める

ものとする。 
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（以下「建築物」という。）の敷地、位置、規模、構造、用途、建築設

備又は形態意匠に関する事項 

イ 土地に定着する工作物（建築物を除く。以下同じ。）の位置、規模、

構造、用途又は形態意匠に関する事項 

ウ 樹林地、草地等の保全又は緑化に関する事項 

エ 屋外広告物法（昭和24年法律第189号）第２条第１項に規定する屋外

広告物の表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置に関する事項 

オ 農用地等の保全又は利用に関する事項 

カ 都市計画法第４条第12項に規定する開発行為その他土地の形質の変

更に関する事項 

キ 建築物、工作物又は土地の維持若しくは管理に関する事項 

ク その他適正かつ合理的な土地利用の推進に関する事項 

４ 前項第２号の規定により地域土地利用計画に定められた土地利用の目標

のうち、当該地区の土地利用の目標を達成するために都市計画法その他の

法令若しくは他の条例の規定に基づく規制又は制限を活用する必要がある

ものは、都市計画法その他の法令若しくは他の条例の規定に基づく土地利

用に関する計画に規制又は制限として定めるものとし、これ以外のもので

あって土地利用を誘導すべき事項については、当該地区の土地利用の誘導

基準（規則で定めるものに限る。）として前項第１号に掲げる地区ごとに定

めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 条例第９条第４項の規則で定める誘導基準は、次に掲げるとおりとす

る。 

(1) 景観法（平成16年法律第110号）第８条第１項の規定による飯田市景

観計画に定めるべき事項を除くものであること。 

(2) 条例第９条第３項第２号ア及びイに関する誘導基準は、次に掲げる

基準によること。 

ア 建築物は、その用途に応じて、建築物の階数、構造及び規模等に

ついて、振動、騒音、悪臭その他公衆衛生又は環境等に関し、周辺

に及ぼす影響を最小限にするための措置を講じ、一体として地域の

特性にふさわしいものとなるように定めるものであること。 

イ 工作物は、その用途に応じて、工作物の高さ、位置及び規模が一

体として地域の特性にふさわしいものとなるように定めるものであ

ること。 

(3) 条例第９条第３項第２号キに関する誘導基準は、災害の防止、衛生

及び環境の保全、交通の安全又は緩和その他周辺の土地利用との調整

について定めるものであること。 

 (4) 前２号に掲げるもののほか、当該地区の個性及び特性の伸長に資す

るものとなるように定めるものであること。この場合において、当該

誘導基準は、建築物、工作物又は土地の利用について条件を付するも

のとし、当該条件は、建築物、工作物又は土地の利用を不当に制限す

るものでないように定めるものであること。 

６ 地域土地利用計画図には、第２項各号に定めるもののほか、都市計画
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（土地利用基本方針の策定の手続） 

第10条 市は、土地利用基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、規

則で定めるところにより、市民及び土地利用基本方針に関係を有する者の

意見を求めるために必要な措置を講じるものとする。 

２ 市は、土地利用基本方針のうち、地域土地利用方針を策定しようとする

場合においては、当該地域土地利用方針に係る地域自治区の住民の参加を

得て策定するものとする。 

 

 

 

 

 

３ 市は、土地利用基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、規則で

定めるところにより、土地利用基本方針の対象となる土地の区域に係る地

域協議会（地方自治法第202条の５第１項の規定による地域協議会をいう。

以下同じ。）の意見を聴くものとする。  

 

 

 

 

 

 

 

４ 市は、土地利用基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、飯田市

土地利用計画審議会条例（平成19年飯田市条例第14号）の規定に基づく飯

田市土地利用計画審議会（以下「審議会」という。）の意見を聴かなければ

ならない。この場合において、都市計画に関する部分については、飯田市

法第４条第７項に規定する市街地開発事業の地区、同条第９項に規定す

る地区計画等（以下「地区計画等」という。）の地区、長野県景観条例（平

成４年長野県条例第22号）第32条第１項に規定する景観育成住民協定（第

８条第１項第３号において「住民協定」という。）の地区、飯田市土地利

用調整条例（平成19年飯田市条例第39号）第27条第１項の協定の地区そ

の他の地区を、当該地域土地利用方針の推進の必要に応じて表示するも

のとする。 

（土地利用基本方針の策定の手続） 

第７条 条例第10条第１項の規定による市民及び土地利用基本方針に関係

を有する者の意見を求めるための必要な措置は、次のとおりとする。  

 (1) 当該定めようとする土地利用基本方針の案（以下「土地利用基本方

針の案」という。）をインターネットを利用して30日間表示すること。 

(2) 市長の指定する場所及び当該土地利用基本方針の案の対象となる土

地の区域に係る地域自治区の事務所（飯田市地域自治区の設置等に関

する条例（平成18年飯田市条例第42号）第４条に規定するものをいう。

第６項において同じ。）において、当該土地利用基本方針の案を30日間

公衆の縦覧に供すること。 

 

 

２ 市長は、条例第10条第３項の規定により地域協議会の意見を聴こうと

するときは、趣意書及び当該土地利用基本方針の案を、当該地域協議会

の長に送付するものとする。この場合において、当該土地利用基本方針

の案によって土地利用に影響を受けると認められる土地の区域に係る他

の地域協議会の意見を聴く必要があると認められる場合は、当該他の地

域協議会にも趣意書及び土地利用基本方針の案を送付して、その意見を

聴くものとする。 

３ 前項の規定により土地利用基本方針の案の送付を受けた地域協議会の

長は、当該土地利用基本方針の案について意見を述べようとするときは、

当該土地利用基本方針の案に関する地域協議会の意見を記載した意見書

を市長に提出するものとする。 

４ 市長は、条例第10条第４項の規定により飯田市土地利用計画審議会（以

下「審議会」という。）の意見を聴こうとするときは、前項の規定による

地域協議会の意見（地域協議会の意見がある場合に限る。以下、審議会

の意見を聴く場合における地域協議会の意見について同じ。）及び土地利
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都市計画審議会条例（昭和44年飯田市条例第67号）の規定に基づく飯田市

都市計画審議会の意見を聴くものとする。 

 

 

 

 

５ 市は、前項の場合において必要があると認めるときは、あらかじめ、飯

田市農業振興地域整備推進審議会条例（昭和54年飯田市条例第３号）の規

定に基づく飯田市農業振興地域整備推進審議会又は森林法（昭和 26年法律

第249号）第10条の５第１項に規定する森林整備計画に係る団体の意見を聴

くものとする。 

６ 市は、土地利用基本方針を定めたときは、直ちに、規則で定めるところ

により、その旨を公表しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

７ 前各項の規定は、土地利用基本方針の変更（規則で定める軽易な変更を

除く。）について準用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（地域住民等による申出） 

第11条 市域のうち、一体として適正かつ合理的な土地利用を推進すべき土

地の区域としてふさわしい一団の土地の区域であって規則で定める規模以

上のものについて、土地所有者等（当該土地の所有権又は建物の所有を目

的とする対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権（臨時設備その他一時使

用基本方針の案を提出して、審議会の意見を聴くものとする。 

 

５ 市長は、条例第10条第４項の規定により飯田市都市計画審議会の意見

を聴こうとするときは、第３項の規定による地域協議会の意見（地域協

議会の意見がある場合に限る。）及び土地利用基本方針の案を提出して、

飯田市都市計画審議会の意見を聴くものとする。 

 

 

 

 

 

６ 条例第10条第６項の規定による公表は、飯田市公告式条例（昭和31年

飯田市条例第３号）の例により行うものとし、かつ、土地利用基本方針

の対象となる土地の区域に係る地域自治区の事務所の長に、当該土地利

用基本方針の図書の写しを送付するものとする。 

７ 前項の土地利用基本方針の図書又はその写しは、市長の指定する場所

において、公衆の縦覧に供するものとする。この場合において、当該縦

覧の場所及び当該土地利用基本方針の図書をインターネットを利用して

２週間表示するものとする。 

８ 第１項から前項までの規定は、条例第10条第７項の規定による土地利

用基本方針の変更について準用する。この場合において、第１項中「定

めようとする」とあるのは「変更しようとする」と読み替えるものとす

る。 

９ 条例第10条第７項の規則で定める軽易な変更は、次に掲げる変更とす

る。 

(1) 地名の変更その他条例第８条第２項各号並びに条例第９条第２項各

号及び第３項の規定により定めた事項に影響を及ぼさない変更 

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が市民及び土地利用基本方針に関係

を有する者の意見を求める必要があると認める変更以外の変更 

 （土地利用基本方針の申出に係る一団の土地の区域の規模等） 

第８条 条例第11条第１項の規則で定める一団の土地の区域の規模は、0.5

ヘクタールとする。ただし、次に掲げる土地の区域に限り、0.1ヘクター

ルとする。 

(1) 景観法第81条第１項に規定する景観協定（以下「景観協定」という。）
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用のために設定されたことが明らかなものを除く。）を有する者をいう。）

は、一人で、又は数人が共同して、市に対し、土地利用基本方針の策定又

は変更を申し出ることができる。 

２ まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする特定非営利活動促

進法（平成10年法律第７号）第２条第２項の特定非営利活動法人若しくは

一般社団法人若しくは一般財団法人又はまちづくり委員会（地域自治区に

おいて中核的にまちづくりに取り組むため組織された委員会等をいう。以

下この条及び第15条第３項において同じ。）若しくは規則で定める団体は、

前項に規定する土地の区域について、市に対し、土地利用基本方針の策定

又は変更を申し出ることができる。ただし、まちづくり委員会にあっては

その活動する土地の区域、規則で定める団体にあっては当該団体に係る土

地の区域に限る。 

３ 前２項の規定による申出（以下「方針の申出」という。）は、当該方針の

申出に係る土地利用基本方針の素案を添えて、規則で定めるところにより

行わなければならない。この場合においては、当該土地利用基本方針の素

案の対象となる土地の区域に係る地域協議会の意見を添えなければならな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 方針の申出に係る土地利用基本方針の素案の内容は、基本理念及び基本

原則に基づいた内容であるとともに、法令又は他の条例の規定に基づく土

地利用に関する計画との調和が保たれたものでなければならない。 

（方針の申出に対する市の判断） 

第12条 市は、方針の申出が行われたときは、遅滞なく、当該方針の申出を

踏まえて土地利用基本方針の策定又は変更をする必要があるかどうかを判

断し、当該土地利用基本方針の策定又は変更をする必要があると認めると

きは、その案を作成しなければならない。この場合において必要があると

認めるときは、当該土地利用基本方針の素案の対象となる土地の区域に係

の目的となる土地の区域 

(2) 地区計画等の土地の区域 

(3) 住民協定の目的となる土地の区域 

２ 条例第11条第２項の規則で定める団体は、次の各号に定めるものとす

る。 

(1) 景観協定に係る飯田市景観条例（平成19年飯田市条例第41号）第37

条第１項の規定による認定を受けた団体 

(2) 地区計画等に係る飯田市景観条例第37条第１項の規定による認定を

受けた団体 

(3) 住民協定に係る飯田市景観条例第37条第１項の規定による認定を受

けた団体 

 （方針の申出の方法） 

第９条 条例第11条第３項の規定による申出は、土地利用基本方針（策定・

変更）申出書（様式第１号）に、次に掲げる図書を添えて、市長に提出

することにより行うものとする。この場合において、当該申出に係る素

案の内容が、２以上の地域自治区の土地の区域に係るものであるときは、

市長の指示に従うものとする。 

(1) 当該方針の申出に係る土地利用基本方針の素案で次に掲げるもの 

  ア 土地利用基本方針又は条例第９条第１項の地域土地利用方針に関

する素案 文書又はその概要を示す図面 

  イ 地域土地利用計画に関する素案 地域土地利用計画図と同じ縮尺

の図面及び当該地区に関する条例第９条第２項、第３項及び第４項

に関する事項 

(2) 前号の素案の対象となる土地の区域に係る地域協議会の当該素案に

関する意見書 
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る地域協議会の意見を聴くものとする。 

（方針の申出を踏まえた土地利用基本方針の案の審議会への付議） 

第13条 市は、前条の規定により方針の申出を踏まえて土地利用基本方針の

策定又は変更をしようとする場合において、その策定又は変更が当該方針

の申出に係る土地利用基本方針の素案の内容の一部を実現することとなる

ものであるときは、審議会に対し、当該方針の申出に係る土地利用基本方

針の素案を提出しなければならない。 

（方針の申出を踏まえた土地利用基本方針の策定等をしない場合にとるべ

き措置） 

第14条 市は、第12条の規定により同条の判断をした結果、方針の申出を踏

まえて土地利用基本方針の策定又は変更をする必要がないと決定したとき

は、遅滞なく、その旨及びその理由を当該方針の申出をした者及び当該方

針の申出の対象となる土地の区域に係る地域協議会に通知しなければなら

ない。 

２ 市は、前項の規定による通知をしようとするときは、あらかじめ、当該

土地利用基本方針の素案の対象となる土地の区域に係る地域協議会の意見

を聴くとともに、審議会に当該土地利用基本方針の素案を提出してその意

見を聴かなければならない。 

 

 

 

 

 

（土地利用に関する指導等） 

第15条 市長は、地域土地利用計画が策定された土地の区域内において、土

地の利用又は建築物若しくは工作物の維持若しくは管理（以下「土地利用

等」という。）に関して、適正かつ合理的な土地利用等が行われておらず、

かつ、周辺の土地利用等に著しい影響を及ぼしていると認めるときは、当

該地区の地域土地利用計画に照らして、良好な景観を形成し、若しくは風

致を維持し、若しくは公衆に対する危害を防止し、又は適正かつ合理的な

土地利用等を推進するため必要があると認める限度において、当該土地又

は建築物若しくは工作物の所有者又は管理者その他土地利用等に関係する

者に対し、とるべき必要な措置について指導又は勧告することができる。 

２  市長は、前項の規定による指導又は勧告をしようとする場合において

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（方針の申出を踏まえた土地利用基本方針の策定等をしない場合の手

続） 

第10条 第７条第２項から第４項までの規定は、条例第14条第２項の規定

により地域協議会及び審議会の意見を聴く場合について準用する。この

場合において、第７条第２項中「条例第10条第３項」とあるのは「条例

第14条第２項」と、「土地利用基本方針の案」とあるのは「方針の申出に

係る土地利用基本方針の素案」と、「土地利用基本方針の案」とあるのは

「土地利用基本方針の素案」と、同条第３項中「土地利用基本方針の案」

とあるのは「土地利用基本方針の素案」と、同条第４項中「条例第 10条

第４項」とあるのは「条例第14条第２項」と、「土地利用基本方針の案」

とあるのは「土地利用基本方針の素案」と読み替えるものとする。 

（土地利用に関する指導等） 

第11条 条例第15条第１項の指導又は勧告は、当該指導又は勧告の対象と

なる土地利用等が当該地域について定められた地域土地利用計画の推進

に著しい支障となっていることが明らかであり、かつ、合理的に必要と

認められる限度において行うことができるものとする。この場合におい

て、当該土地利用等を不当に制限することとならないようにするものと

する。 

 

 

 

２ 第７条第２項から第４項までの規定は、条例第15条第２項の規定によ
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飯田市土地利用基本条例・同規則 

は、あらかじめ、当該指導又は勧告の対象となる土地又は建築物若しく

は工作物が存する土地の区域に係る地域協議会の意見を聴くとともに、

審議会の意見を聴かなければならない。  

 

 

 

 

 

３ まちづくり委員会は、当該まちづくり委員会が活動する土地の区域につ

いて定められた地域土地利用方針を推進するため必要があると認めるとき

は、当該地域における第１項のとるべき必要な措置について、市長に申し

出ることができる。この場合においては、規則で定めるところにより、当

該申出に係る素案を添えて行わなければならない。 

 

 

 

 

 

（委任） 

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、

市長が規則で定める。 

 

附 則 

 この条例は、平成19年４月１日から施行する。 

附 則（平成20年９月30日条例第81号） 

 この条例は、平成20年12月１日から施行する。 

附 則（平成 24 年３月 28 日条例第 12 号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

り地域協議会及び審議会の意見を聴く場合について準用する。この場合

において、第７条第２項中「条例第10条第３項」とあるのは「条例第15

条第２項」と、「土地利用基本方針の案」とあるのは「指導又は勧告しよ

うとする措置の案」と、同条第３項中｢土地利用基本方針の案｣とあるの

は「指導又は勧告しようとする措置の案」と、同条第４項中「条例第 10

条第４項」とあるのは「条例第15条第２項」と、｢土地利用基本方針の案｣

とあるのは「指導又は勧告しようとする措置の案」と読み替えるものと

する。 

３ 条例第15条第３項の規定による申出は、土地利用等に関する措置の申

出書（様式第２号）に、次に掲げる図書を添えて行うものとする。 

(1) 申出に係る土地利用等の位置を示す図面等 

(2) 当該土地利用等に係る適正かつ合理的な土地利用等を図るための措

置に関する素案 

(3) 当該土地利用等が当該土地の区域について定められた地域土地利用

計画の推進を著しく阻害している事実を示す図書及びその写真 

(4) 当該まちづくり委員会における当該土地利用等に関する協議の内容

を記載した図書 

(5) その他市長が必要と認める図書等 

（委任） 

第12条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、

市長が別に定める。   

 

   附 則 

この規則は、平成19年４月１日から施行する。 

附 則（平成19年12月７日規則第62号） 

この規則は、平成20年１月１日から施行する。 

附 則（平成23年３月25日規則第12号） 

この規則は、平成23年４月１日から施行する。 
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